
１． 2 0 1 7年1月の建議事項１ ( 2 ) ( 3 )に係る取組状況

○調査研究事業等を踏まえ、ポイント集の作成・配布並びに自治体、医療機関、介護施設等への周知等を実施
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１利用者・家族向け啓発資料／サービス・事業者検討のポイント集の作成・配布

⇒「『身元保証』や『お亡くなりになられた後』を支援するサービスの契約をお考えのみなさまへ」と題した
ポイント集を作成。また、同内容を平成30年8月に介護保険最新情報「市町村や地域包括支援センターにおける
身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」による通知や全国介護保険・高齢者保健福祉
担当課長会議の場での周知を実施した。 （参考資料P11～14参照）

※同通知については各都道府県・市町村の消費生活センター・相談窓口にも消費者庁経由で周知済

２自治体や社会福祉協議会による先進的な取り組みの情報の発信

⇒前述①の通知内において、老人保健健康増進等事業（平成29年度）「地域包括
ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向上を図るための
支援の在り方に関する調査研究事業」を記載。ヒアリング調査を
行った自治体や社会福祉協議会の具体的な事業事例等を周知した。

※同介護保険最新情報については医療関係団体へも周知済

必要な措置 (方策案に対する具体的な取組み )



１． 2 0 1 7年 1月の建議事項１ ( 2 ) ( 3 )に係る取組状況（関係行政機関との連携）
○消費者庁と共に、身元保証高齢者サポート事業に関する調査(老健事業)へご協力いただいた事業者に対し、調査研究事業にて

作成したポイント集 (「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約をお考えのみなさまへ)を周知した。

○独立行政法人国民生活センター名にて令和元年5月に身元保証等高齢者サポートサービスに関する注意喚起のプレスを発出

(「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」)。また、同年6月に身元保証等高齢者サポート

事業に関する調査にご協力いただいた事業者に対し、同内容並びに前頁の調査研究事業を踏まえたポイント集を周知した。
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３ 事業者による健全な事業運営および利用者への理解促進の努力

必要な措置 (方策案に対する具体的な取組み )



2．今後の取り組み

○ 引き続き、厚生労働省ホームページ上において、身元保証等高齢者サポート事業の概要等を公表していく

○ 令和４年3月開催予定の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議にて改めて身元保証等高齢者サポート事業につき周知を

行う

○ 消費者庁並びに各自治体等と連携し、必要に応じて情報発信・注意喚起を実施する
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